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本日の会議に付された案件は次のとおりである。  

 

１．令和３年豊能町議会９月定例会議付託案件について 

 

・第３５号議案 豊能町手数料条例改正の件 

・第３６号議案 令和３年度豊能町一般会計補正予算（第３回）の件

（関係部分のみ） 

・第３７号議案 令和３年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補

正予算（第１回）の件 
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午後１時００分 開会 

 

○委員長（秋元美智子君） 

  皆さん、どうもこんにちは。 

  朝晩めっきり涼しくなってきて本当にし

のぎやすくなってきましたが、日中はこの

ようにまた暑くなってまいります。朝晩こ

うしのぎやすいといいながらも夜風に当た

って体調なんか崩さないように、特にまだ

今コロナがどうなるか分かりませんので、

お互いさま気をつけていきたいと思います。 

  では座らせていただきまして、委員会始

めたいと思いますのでお願いいたします。 

  ただいまの出席委員は６名であります。

定足数に達しておりますので、福祉教育常

任委員会を開会いたします。 

  新型コロナウイルス感染症対策で、委員

間の距離を取るため通常の席から変更して

おります。皆様にはマスクの着用をしてい

ただいておりますが、発言の際にもマスク

の着用のままでお願いいたします。 

  また、傍聴につきましては、スペースの

関係上、第１会議室にて音声傍聴の形を取

らせていただきますので、御了解願います。 

  委員会の開会に当たりまして、町長より

御挨拶ございます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆さん、こんにちは。 

  委員長からもありましたように、本当に

すがすがしい秋空になってまいります。本

当に朝晩がめっきりエアコンなしで過ごせ

るというのは本当にうれしい限りでござい

ます。 

  ただ私のほうだけかも分かりませんけれ

ども、土曜日は停電が結構発生しまして、

それも非常に長い間、何回もということで

ありました。雷がほかで鳴っているのかな

というような形も想像していたんですけど

も、原因が分からないままでございます。 

  さて、福祉教育常任委員会の委員の皆様、

本当に何かとお忙しいところを御参会を賜

りましてありがとうございます。 

  それでは、私どもが議案として提出をさ

せていただきました案件につきまして、何

とぞ御審議を賜り御決定をいただきたいと

思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

  ありがとうございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の審査日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  １の令和３年豊能町議会９月定例会議付

託案件についてを議題とさせていただきま

す。 

  まず最初に、第３５号議案、豊能町手数

料条例改正の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。よろしくお願い

します。 

  第３５号議案、豊能町手数料条例の一部

改正の件につきまして、提案理由の説明を

いたします。 

  今回の改正は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、いわゆるマイナンバー法の改正に

伴い、個人番号カードの再交付手数料につ

いて、豊能町手数料条例において、所要の

改正を行うものです。 

  議案書４ページ、条例の概要及び新旧対

照表をお開きください。 

  豊能町手数料条例の別表２でございます

が、この表中の９、個人番号カードの再交

付という欄を削除するものです。これはマ

イナンバー法の一部改正により、マイナン
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バーカードを発行する地方公共団体システ

ム機構が、機構が定める額のカードの再交

付手数料を徴収することができると規定さ

れたことによるものでございます。 

  これまではマイナンバーカードの紛失等

による再交付の手数料は、一度町の歳入と

して計上し機構に支出しておりましたが、

今後は歳入歳出外現金として預かり、機構

に振り込むことになります。なお、この条

例の変更に伴う住民の方への影響は特にあ

りません。 

  説明は以上でございます。 

  御審査いただき御決定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  永谷でございます。 

  ここまで説明聞いたんですけれども、住

民には影響はないということと、あと職員

さんの業務量に、業務に関して何か変化が

あるのかどうか、要するに業務量が増える

のかどうか、その点についてお伺いします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  ただいまお聞きくださった、職員の手数

料を頂くとかそういった事務の内容につい

ては特段手順に変わりはございません。た

だ一旦町の収入に入れるのか、歳入歳出外

で預かるのかというその仕組みだけでござ

いますので、特に事務量が大幅に増えると

かそういったことはございません。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほかございますでしょうか。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  預かってお支払いするのやね。 

  何か事があったら誰の責任にされるんで

すか。町が責任取るのか。委託やから本来

お金もらって、手数料頂いて、頂くのはこ

ちらの機構のほうから頂くいう意味ですよ。

それでやるのがまあ普通のやり方と思うけ

どね。でないと責任なんか全部負わされて、

ただ働きという、そういうことになってな

いんですかね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  機構からの委託料というのは発生しない

ことで、契約といいますか、委託の取り交

わしていますので、特に機構から何かお金

が頂けるとかではないんですが、何か事が

起こった場合はうちの責任なのか機構の責

任なのかでその所在が決まってくるかと思

うんですけれども、今のところそういう委

託料などは頂戴できないことになっており

ます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  組織として責任があるわね、業務委託し

てるから。だから事が起こったら、本家本

元も責任あるけど、それを委託された人も

責任あるわね。大した責任じゃないかもし

れないけど。情報が漏れたとか、そんな責

任もあるかもしれないけどそんなん、取り

交わしてないん。ただお金を送ってちょう

だい、終わり。そんなあれなんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  委託の内容につきましては、取決めで協

定書のようなものは交わしているんですけ
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れども、すみません、ちょっと中について

はまだきちんと見ておりませんで、申し訳

ないですが、何も起こらないように事務に

関わっていきたいと思っております。 

○委員長（秋元美智子君） 

  今のでよろしいですか。 

  よろしくお願いいたします。 

  ほか質疑ございますでしょうか。 

  ないですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。本件は原案の

とおり可決と認めることに賛成の方は挙手

を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手全員であります。よって第３５号議

案は原案のとおり可決されました。 

  第３６号議案、令和３年度豊能町一般会

計補正予算（第３回）の件（関係部分のみ）

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  順次発言していってください。 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  それでは第３６号議案、令和３年度豊能

町一般会計補正予算の件につきまして、御

説明申し上げます。 

  債務負担行為について御説明申し上げま

す。 

  補正予算書４ページをお開きください。 

  債務負担行為としまして、事項、個人番

号カードタッチパネル増設事業。期間は令

和３年度から４年度です。限度額は４０万8,

０００円を計上しております。これはマイ

ナンバーカード交付に伴うタッチパネル、

住民さんが暗証番号を入れてくださるパネ

ルのリースによる債務負担行為でございま

す。 

○委員長（秋元美智子君） 

  どうぞ順次発言していってください。 

○生涯学習課長（寺倉義浩君） 

  生涯学習課、寺倉です。 

  それでは同じ４ページの債務負担行為

（追加）の４つ目、ユーベルホール管理事

業を御覧ください。 

  こちらは令和３年度から５年度までのユ

ーベルホールの管理事業について債務負担

行為を設定するものでございます。上限額

としましては、1,３８６万円となります。

内容的には、令和４年度から５年度のユー

ベルホールの舞台、音響、照明業務の委託

契約を今年度中、令和３年度中に締結する

ものでございます。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  それでは歳出について御説明申し上げま

す。 

  補正予算書１４ページをお開きください。 

  款２、総務費、項３、戸籍住民基本台帳

費、目１、戸籍住民基本台帳費の２．戸籍

事務等窓口業務事業において、１２９万円

を計上しております。これはマイナンバー

カード等に転入とか転居、あと氏名変更な

ど、住所変更等の記載を、今までは手で書

いておりましたが、印字するプリンターを

本庁と支所１台ずつ設置しまして、マイナ

ンバーカードの、先ほど申し上げました債

務負担行為にありましたマイナンバーカー

ド交付に伴うタッチパネルの増設によるも

ので計上しております。 

○福祉課長（中谷 匠君） 
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  福祉課、中谷です。 

  同じく１４ページ、款３、民生費、項１、

社会福祉費、目１、社会福祉総務費の７、

障害者自立支援事業、償還金８３３万4,０

００円を計上しております。 

  これは令和２年度障害者自立支援給付費

等国庫負担金等の精算に伴うものです。 

  続きまして、１１、障害児福祉事務事業、

償還金７４万円を計上しております。 

  これは令和２年度障害児入所給付費国庫

負担金の精算に伴うものです。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  １５ページを御覧ください。 

  目２、老人福祉費の財源振替でございま

すが、介護保険特別会計事業勘定繰出金事

業の低所得者保険料軽減国庫負担金の精算

により過年度分が交付されることに伴い、

財源振替を行うものであります。 

  次に、款４、衛生費、項１、保健衛生費、

目１、保健衛生総務費の３、国民健康保険

特別会計診療所施設勘定繰出金事業であり

ますが、予備費増額分を国民健康保険特別

会計診療所施設勘定に繰り出しするもので

す。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  続きまして目２、予防費の４、新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業の8,

６５１万8,０００円でございます。これに

つきましてはワクチン接種にかかります業

務委託料などの費用を補正するものでござ

います。 

○こども未来部理事（入江太志君） 

  次、こども未来部入江です。 

  それでは次は予算書１６ページをお開き

ください。 

  款１０、教育費、項１、教育総務費、目

２、事務局費の説明欄の２、学校園管理事

業でございます。 

  １８の補助金でございますが、町立学校

修学旅行等感染症対策補助金でございます。 

  これは、本町の小中学校の行事で宿泊を

伴う修学旅行や校外学習に行く際、新型コ

ロナウイルス感染症対策として、３密を避

けるためのバスの増便や、感染拡大に伴い

急遽行事をキャンセルした場合のキャンセ

ル代など、保護者の追加負担が出ないよう

に補助をするものでございます。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  同じく１６ページ、説明欄の５、学校教

育充実事業につきましては、現行配置して

いますＩＣＴ支援指導員の配置期間延長と

人数の増員にかかる費用の増分です。 

  続きまして、７、人権・地域教育充実事

業につきましては、学校において児童や保

護者対応に係る問題等が起きた場合に、学

校だけでは対応し切れなかった事案が発生

しましたので、専門的な見地から弁護士や

スクールソーシャルワーカーに調査報告の

作業等を行っていただきました。その際に

必要となりました報償金を増額するもので

す。 

  歳出は以上です。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  次に歳入について御説明申し上げます。 

  ９ページへお戻りください。 

  款１６、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、民生費国庫負担金、節２、老人福祉

費国庫負担金の２、低所得者保険料軽減国

庫負担金過年度分でありますが、歳出のと

ころで申し上げました介護保険特別会計事

業勘定繰出金事業に係る財源振替分の国庫

負担金です。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 
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  補正予算書１０ページをお開きください。 

  款１６、国庫支出金、項２、国庫補助金、

目１、総務費国庫補助金、節１、電子計算

費国庫補助金、１、社会保障・税番号制度

カード関連事務等国庫補助金１２９万円を

計上しております。 

  これは歳出の際に説明いたしましたマイ

ナンバーカード等の券面事項記載のプリン

ターの設置及びタッチパネルの増設の費用

を国庫補助金として全額計上しております。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  引き続きまして健康増進課、小森でござ

います。 

  同じ国庫補助金の目３、衛生費国庫補助

金、節１、予防費国庫補助金の３、新型コ

ロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

国庫補助金でございますが、先ほど歳出で

申し上げました新型コロナウイルスワクチ

ンの接種体制確保に係ります国庫補助金で

ございます。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  同じく１０ページ、款１７、府支出金、

項２、府補助金、目８、教育費府補助金、

説明資料１１の公立学校情報機器整備費府

補助金につきましては、歳出で御説明しま

したＩＣＴ支援指導員に係る府補助金です。 

  続きまして、１３、市町村医療的ケア等

実施体制サポート事業補助金につきまして

は、当初予算で編成していました児童生徒

健全育成充実事業における巡回相談事業で、

各学校を回っていただいてます作業療法士、

理学療法士、言語聴覚士の方々への報償金

の一部が補助対象事業となったことから府

補助金として歳入予算に編成したものです。 

  一般会計補正予算の説明は以上です。 

  御審査いただき御決定いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  １５ページの新型コロナワクチンの接種

体制確保事業について伺います。 

  これは時間外の分だと聞いたんですけど

それでよかったですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  午前中に行われました委員会のほうで、

人件費の分を職員の時間外手当でございま

すとか、管理職の特勤手当、これを計上さ

せていただきました。 

  私、先ほど説明させていただきましたの

は主に物件費といいますか、業務委託に関

するものを先ほど説明させていただきまし

た。 

  以上でございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  補正予算ということですので、これより

ほかに別に上がってて、まだそれで足りな

かったからこの7,３２２万4,０００円を上

げるということなんでしょうか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  今、井川委員がおっしゃったのが正にそ

の正解なんですけれども、当初契約を結び

まして、まあ大体見込みは１０月ぐらいま

でを見てましたのでそこまでの契約を当初

交わしておりました。それが当初予算に反

映させていただいた分なんですが、御存じ

のとおり大体ちょっと先のほうが見えては
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きてるんですけれども、やはりコールセン

ターの運営業務でありますとか集団接種を

まだ行います。もろもろの経費を含めまし

てやはり１２月ぐらいまでは見とかなあか

んのかなということになりまして、今回主

にその補正の分、足らない分といいますか、

当初で足らない分について補正させていた

だいたということでございます。あと接種

の分につきまして、各医療機関の皆さんに

お支払いする分なんですけども、この分が

定例の額から、休日でありますとか、ある

一定の回数をしていただいた医院さんにつ

きましては加算をする制度を設けられまし

て、その分の補正も入っております。 

  以上でございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほかございますでしょうか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  １４ページの１番の戸籍住民基本台帳費、

２番の戸籍事務等窓口業務事業の中で、こ

れプリンターを購入というようにお聞きし

たんですけども、それは機械器具費という

ことでよろしいでしょうか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  プリンターにつきましては、機器を買い

取りまして設置する予定でございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ここに機械器具使用料というのがありま

すんですけど、これこのまま読んだらリー

スかなという気はしたんでちょっとお聞き

したんですけど、その点についてお願いし

ます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  機械器具使用料の予算はタッチパネル、

暗証番号を入れていただくタッチパネルの

使用料になります。 

○委員長（秋元美智子君） 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  タッチパネルは、今、これが購入の１台

だけなんですか。今現在。ちょっとその辺

確認します。 

○委員長（秋元美智子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  タッチパネルは今、吉川支所に１台、本

庁に１台あるんです。本庁にマイナンバー

カード交付できる機械は実はもう１台あり

まして、最近少しマイナンバーカード交付

が増えてまいりまして、休日交付も行って

おります。窓口が、お客さんが立て込んで

きたらもう１台表に出してそちらで処理し

てもらうために、もう１台増設することに

いたしました。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  ほかございますでしょうか。 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  では１６ページですね。先ほど７番でし

たか、人権と地域教育充実事業のところで、

学校の問題があったので弁護士の方とソー

シャルワーカーの方の報償金ですというこ

となんですけど、弁護士とソーシャルワー

カーに相談をして、その問題は解決したん

ですか。 

○委員長（秋元美智子君） 
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  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  一定めどは立ったんですが、まだ継続事

案になっております。ですからこれで、増

額分で終わってしまえばいいんですけども、

ひょっとするとまた再度お願いすることが

出てくるかもしれません。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  この６１万円は、何回相談していただい

て６１万円なんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  すぐ出ますか。 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  相談は全部で５３回ほどしております。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいか。 

  ほかございますでしょうか。 

（発言する者あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  いいですか。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  すみません。先ほどの件で、マイナンバ

ーのタッチパネルの件でもう一度。 

  これはマイナンバーを拡大するいうこと

での一応対策だと思うんですけれども、今

現在、どれぐらいのマイナンバーカードが

発行されているのでしょうか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  参考までに。今すぐ分かりますか。 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  現在、豊能町の方に発行したマイナンバ

ーカードの合計なんですが、令和３年７月

１日現在で8,３００枚と少し交付しており

ます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  これはタッチパネルを設置して随分普及

されたというふうに考えていいんですか。

それとは違うくて、マイナポイントがつく

からいうことでの拡大が多いとも聞きます

けれども、その点はいかがですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  石井住民人権課長。 

○住民人権課長（石井慎子君） 

  住民人権課、石井です。 

  タッチパネルを設置したから増えるとい

うものではなく、確かにこの令和３年の３

月とか４月、５月なんかの多くの交付のほ

とんどが、マイナポイントという国のポイ

ント事業に関連して申込みなられた方が非

常に多数おられました。やっぱり窓口の混

雑もございますので、今は１台で何とか稼

働しているんですが、今後健康保険証とひ

もづけとか、そういった形でカードを作ら

れる方が増えてくることを見越しまして、

もう１台タッチパネルを増設することにさ

せていただきました。 

○委員長（秋元美智子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  さっきの井川委員のとこの案件で、人

権・地域教育充実事業でっか、弁護士がえ

らい何か暇かかってるみたい。案件、事案

はこれ公表できるものなのか。どんな事件

なのか。それは公表でけへんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  いかがですか。 
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  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課の吉澤です。 

  申し訳ありませんが案件についてはお話

しすることはできません。個人情報に関わ

る問題がたくさん入ってますので。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  子どもの虐待じゃないですな。違います

な。 

  そしたら、１６ページの学校教育充実事

業の業務委託料、これはＧＩＧＡスクール

サポーターの費用やというふうに聞きまし

たけど、内容はどんなもんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課の吉澤です。 

  現行、各小中学校、タブレット端末の配

置に伴ってＩＣＴ支援指導員というのを配

置させていただいているんですが、その期

間が１２月いっぱいまでですので、それの

期間延長と、需要が高まってきましたので

配置員の人数を増やすために増額して対応

しようと思っている分です。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  これ、今ＧＩＧＡスクール構想でっか、

これは単に菅政権が行政のデジタル化、こ

れをそのままスライドして教育のほうもみ

たいな感じはするんですけども、デジタル

化するに際してこれは行政問題じゃなくて

教育問題なんでね、事前の対応が私は必要

やないかなと。子どもに関してはやっぱり

事前にちゃんとした形で子どもに施行して

いかんと問題が起きるんじゃないかなと思

うんです。 

  最近新聞紙上、それからテレビなんかで、

要するに単に行政デジタルをスライドした

ものじゃないかなというようなことも出て

おりまして、学習効果の検証が置き去りに

なってるんじゃないかなというようなこと

も言われておるわけですけども、この辺の

検証に関しての見解をちょっとお伺いした

いと思います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいでしょうか。 

  学習効果の検証とおっしゃってましたね。 

（発言する者あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  まずそれですね。 

  検証はされてますか。 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課の吉澤です。 

  今現在急務でやっていますのは、コロナ

によって学校に来れない、行きたくても不

安でという子どもさんの対応、それから学

校が休業になった場合に学習の遅れをなく

すために学校と通信環境を整えるためにと

いうことで進めてます。 

  当初のＧＩＧＡスクール構想では、西岡

委員がおっしゃったようにデジタル化とい

うことになってましたけども、今はそれよ

りも先にコロナ対策になっています。 

  現時点では本町ではまだ持ち帰りができ

てませんので、通信関係についてはまだま

だのところがあります。ただ、学校の中で、

通常の授業の中で活用してくださいという

ふうに言ってますので、それに関してはか

なり学校のほうでも活用していただいてい

ますので、その一つの、授業の手段の一つ

としては効果があるとは思っております。 
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  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  学校で使用しているうちはタブレットの

端末もいいんですけども、これやっぱりコ

ロナ対応でだんだん学校よりも家に持ち帰

りという形が今後進んでくるんじゃないか

なと。そうしますとやっぱり家庭の、親が

きちっとその辺の対応をせんと、子どもと

いうのは、僕とこにも遊びに来たことある

んですけども、ああいうパソコンとかタブ

レットとかものすごい興味あるんです。だ

から時間忘れて使うような、それぐらい、

熱心いうたら熱心やけど。ただ、ああいう

タブレットとか端末機というのは目が疲れ

るわけです。それと、今後家庭でそういう

ことをやるいうことになると親が監視でき

るかと。親の意識もあるんですけど。夜中

じゅうやっとって寝不足になったりやね、

眼医者に言わせたら、要するに視力が落ち

ると。今、国が調べた中では1.０以下の生

徒が物すごい増えているんです。その辺の

健康上の問題もあるん違うかなと。 

  それと、やっぱり保護者自身も今後のこ

とについては、本で、紙で教育するのと、

いわゆるタブレットみたいなああいうもん

でやるのと、どっちがどうなんやという不

安もあるし、データ的にはやっぱりタブレ

ットよりは本のほうが知識は高くなると。

いうのは本を使ってノートで書くという、

書くことが知識に入るほうが強いんです。

見るだけやなくて。だから、知徳体の知の

ほうです。教科書というのは最低限子ども

に与えるいわゆる義務教育です。それがあ

んなタブレットみたいな、横ぱっと見るだ

けじゃ頭に残らんやないかと。国も、世界

的にもデータを取ったらやっぱり知力が大

分落ちてると、タブレットにしてから。い

うこともあるんで、今後その辺長期的に見

て、子どもに対してタブレットを家庭に持

ち帰るようなことになれば、やっぱり学校

と家庭の連携が、やっぱり密にならんと。

親はそのまま放置しておくと、私も決算委

員会で言ったように、子どもは大丈夫だけ

ど親が心配やと。これからも学校の教育が

まだ、今までやったらそうじゃないけど、

学校の教育が家庭にいくような形になって

いくわけです。今までは違うかったんです

けどね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これは教育委員から今後の取組でという

ことにしてください。 

○委員（西岡義克君） 

  だから、待ってください、質問してるん

だから。 

○委員長（秋元美智子君） 

  質問をお願いします。 

○委員（西岡義克君） 

  だから、今後そういう事前の対応をきち

っとせんと、もちろん事後の対応も必要や

けど、事前の対応をやらんと、教育という

のはそういうもんだから、その辺の今後の

取組というか考え方についてお伺いします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  今回、この予算上げるにそういったとこ

までお考えでしょうか。 

  もしお考えでしたらぜひお答え願いたい

と思いますし。 

  吉澤義務教育課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  今回上げている分は、ＩＣＴ支援員の指

導員さんの働きをもうちょっとしてもらお

うと思っている増額分です。西岡委員がお

っしゃったように、家庭への持ち帰りをす

る際には、家庭のほうにもそのタブレット

を使うための取決めみたいなのを交わそう



10 

と思ってます。そうしないと子どもにも悪

影響出ますし、やっぱり使うことにしても

御家庭の御協力がないとこれは進められま

せん。ですのでそれをしようと思ってます。 

  まず第一に、１人１台タブレット端末を

お渡ししたときに、家庭にも同意書という

ものをお渡ししました。そのタブレットを

使うことに、こういう守り事が、決め事が

ありますから、これを子どもさんと一緒に

周知してくださいというものをお渡しして

おります。それに付随して、今度は持ち帰

ったときの取決めをしようかなというふう

に考えています。今、視力どうこうという

のもありましたが、当初の決め事の中にも

３０分に１回は目を休ませましょうという

文言を入れております。おうちで、親御さ

んと子どもさんと一緒にその項目内容を確

認して同意書を学校に提出してくださいね

ということで、学校経由でお渡ししてます

ので、そこの部分は周知していただいてい

ると思いますし、学校のほうでも３０分に

１回は休憩を取るような使い方をしてくだ

さいというふうに周知してますので、その

辺は一定御理解いただいていると思ってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  学校の先生方のタブレットの使用の研修

とかそんなんも入ってるんやと思うんです

けど、指導とかね。それも入ってるんやと

思うんですけども。この教科書をタブレッ

ト化するいうのは私はあんまり好きやない

んやけども。基本的に、何ていうんかな、

義務教育というのは最低限のことを教える

ことなんだから、だから教科書、紙の教科

書が本体で、タブレットの情報というのは

サブ的なものでフォローするような形のほ

うがええんじゃないかなと思うんですけど

も。国の方向がそういうふうにいってるん

で。ただ予算的な面もあるんで、今課長が

おっしゃったように、いろんなことを事前

に、全体的に多面的にいろいろ協議してい

ただいて、子どもが絶対大丈夫やと、これ

でもかいうぐらいのことをやっていただき

たいと思います。 

  教育長どないでっか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今おっしゃっておりますのはタブレット

の使用というふうなことを中心としまして、

これはデジタル教科書の話を今なさったと

思いますが、次回の教科書の裁定のところ

からは、一応今、国のほうで審議をされて

おりまして、やはり紙媒体と両方、デジタ

ル教科書と今まで使っていた教科書、これ

をやはり併用する必要があるんではないか

と。という一定の方針というんですか、出

されたところでございます。 

  それからこのことにつきましては、一応

文部科学省のほうから実証実験という形で、

本町の小中学校でも、今、教科が幾つか指

定されまして、それの実証実験に参加をし

ておるところでございます。 

  また一定の結果が出ましたら議会のほう

にもお示しさせていただきたいなと思って

おります。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしくお願いいたします。 

  ほかございますでしょうか。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  １４ページの１番、社会福祉総務費、７

番の障害者自立支援事業償還金８３３万4,

０００円、結構金額が大きいんですけれど
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も、この要因についてお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  こちらの障害者自立支援給付費国庫負担

金につきましては、１１月に上半期の実績

を基に見込みを立てて変更交付申請を国に

提出します。それによって交付額が決定さ

れます。その際に、支援給付費につきまし

ては、実績額の高いものの平均で申請しま

すので、その確定したものとの差が今回８

００万何がしとなったものです。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  勉強不足かもしれませんけど、償還金と

いうのは国のほうに返すという意味ですね。

８３３万4,０００円はかなり大きいんです

けれども、当初はこういう計画しておった

けれども、要するに精査したらこんだけ金

が余ったと、これだけを国へ返しますとい

うそういう認識でいいんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  すみません、ちょっと説明不足であれな

んですけど、一応国から交付金をもらうも

のになりまして、確定額の、国庫ですと２

分の１が入ってくるということになるんで

すけど、その前に見込みで、大体これぐら

いの見込みでということで見込んでおった

んですけど、そこまで支援給付費が伸びな

かったためにその差額のお金が８００万ぐ

らいになったということになります。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  障害者の人数いいますか、対象者、まず

分かってると思うんですけれども、それよ

りも、その方の申請が低かったのでこんだ

けのお金を国のほうに返しますという、そ

ういう解釈でええんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  中谷福祉課長。 

○福祉課長（中谷 匠君） 

  福祉課、中谷です。 

  まずその自立支援事業というのが、もう

たくさんの項目がありまして、まず生活介

護とか共同生活援助、就労移行支援とかほ

かにももっといろいろあるんですけど、今

回はその３点につきまして、申請したとき

から確定までの間に実績が伸びなかったた

め返還金が生じたということになります。 

  まず生活介護でいきますと、新生児は9,

３４４日を見込んでおったんですけど、実

績として8,９８２日になった。 

  共同生活援助につきましては、延べ時間

ですけど、5,５７８時間を見込んでおりま

したが、5,５４１時間になったというよう

なことで、見込みより実績が低くなったも

のです。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか質問ございますでしょうか。 

  ないようでしたら質疑を終結したいと思

いますが、よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  今回はタッチパネルの増設事業について、

反対したいんです。この一般会計の中でこ

れが問題だということで反対したいと思い

ます。 
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  マイナンバー制度の利用拡大で、ウエブ

サイトへの入口にして情報連携を進めるい

うことで、データをさらに集積しようとす

るこの問題があるんです。 

  国の答弁では、個人情報保護法やマイナ

ンバー法に根拠となる規定があるわけでは

ないと認めています。利便性の高さはセキ

ュリティーレベルの低さと表裏一体だとい

うことです。タッチパネル増設によってマ

イナンバーを増やすということはあるかも

しれませんが、増設事業については私は反

対いたします。 

  以上です。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ほか討論ございますか。 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  教育的な問題でいろいろあったんですけ

れども、これからＩＣＴ化というか、デジ

タル化、そういうことが進んでまいります。

やっぱり日本の未来は子どもたちであり、

豊能町の未来も子どもである。だから教育

に関しては長期的な展望に立っていろいろ

多面的に施行して、方向づけをして、全体

で取り組んでいただきたいと思います。 

  特に日本の教育は知徳体、これのバラン

スの取れた、世界に誇る教育なんです。そ

の知の部分で今回はＩＣＴいうこともある

んですけども。基本的にはこれから家庭が

中心になってくると思うんです、家庭との

連携、協力体制、これを密にして子どもが

犠牲にならないように、特にふだんの生活

様式、生活習慣、そういうものをきちっと

子どもに施せるように積極的に取り組んで

いただきたいと思います。 

  特に家庭のしつけの部分ですね、徳育と

いいますか。これは持って当たり前で、獣

以外は人間は当然持っているべきものです。

その辺をきちっと、子どもに自然に定まる

ように全体で協力して、予算化し、取り組

んでいただくことを申し添えておきます。 

  賛成の討論とします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  反対討論ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は、挙手を願います。 

（多数挙手４：１） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手多数でございます。よって第３６号

議案は原案のとおり可決されました。 

  この際暫時休憩いたします。 

  再開は２時といたしますのでよろしくお

願いいたします。 

（午後１時５１分 休憩） 

（午後２時００分 再開） 

○委員長（秋元美智子君） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  次に、第３７号議案、令和３年度豊能町

国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

（第１回）の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。よろしくお願いいた

します。 

  第３７号議案、令和３年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定補正予算の件につ

いて説明させていただきます。 

  補正予算書の１ページ目を御覧ください。

令和３年度豊能町国民健康保険特別会計事

業勘定補正予算（第１回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ1,４６３万5,０００

円を増額し、歳入歳出予算の総額を、歳入
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歳出それぞれ２７億4,２５０万1,０００円

とするものです。 

  それでは今回の補正内容につきまして、

歳出より説明させていただきます。 

  ７ページをお開きください。 

  款５、保健事業費、項１、特定健康診査

等事業費、目１、特定健康診査等事業費の

６９５万円は、国民健康保険ヘルスアップ

事業として実施する生活習慣病の予防や重

症化予防、健康意識を高めるための各種事

業を行うものでございます。 

  同じく７ページの下段、款９、予備費、

項１、予備費の７６８万5,０００円につき

ましては、令和２年度決算における繰越金

を財源として予備費を計上するものです。 

  次に、歳入について説明いたします。 

  ６ページを御覧ください。 

  款５、府支出金、項１、府補助金、目２、

保険給付費等交付金の６９５万円は、大阪

府から交付される保険者努力支援交付金で、

先ほど歳出で申し上げました国民健康保険

ヘルスアップ事業の財源とするものです。 

  続きまして、款７、繰越金、項１、繰越

金、目２、その他繰越金の７６８万5,００

０円は、令和２年度決算における繰越金で、

歳出で申し上げました予備費の財源とする

ものです。 

  説明は以上です。 

  御審議いただき御決定くださいますよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  すみません、７ページの１番、特定健康

診査と事務費なんですけど、これヘルスア

ップとか生活習慣病とかいう話やったんで

すけど、一般的に毎年やってる健康診査の

受診費ということでいいんですね、確認だ

けしたいと思います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  特定健診につきましては、毎年やってい

るものでございます。 

  それに加えまして令和元年度から、特定

健診の結果に基づき、食生活などに関する

指導が必要だと思われる方につきまして特

定保健指導というものを実施しております。 

  今回の補正はそれに加えまして、その特

定保健指導に引き続き行うフォローアップ

事業ですとか、特定健診を受診しておられ

ない方で、受診しておられない方などへの

働きかけですとか、あとは介護予防とか、

重症化予防などにつながるような事業を、

各種事業を行うもので、今回補正を組ませ

ていただいております。 

  こちらは新規事業となります。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  私はあまり関わっていないんですけれど

も、今後もこういう形で別枠というか、こ

れは今回補正で出てきておりますけれども、

今後は二ついうたら言い方悪いですけども、

別々で出てくるという、毎年、これは補正

なんですけど、次は新年度というか、ちょ

っと言い方悪いですけど、二つで出てくる

という解釈でいいんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  今回は新たに事業を開始しますので補正

を組ませていただいております。 

  事業の内容としましては、継続的に行い

たいと考えておりますので、次回は当初予



14 

算から計上させていただきたいと思ってお

ります。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  今後の、推測なんですけども、動向性と

して、事業は増えればあんまりよくないん

ですけれども、その動向性についてどのよ

うに考えておられるか、お願いしたいと思

います。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  これまで令和元年度から始めております

特定保健指導に関しましては、対象の方に

効果測定などを実施しております。令和元

年度の結果を踏まえまして、令和２年度に

特定保健指導を実施した方が１１名いらっ

しゃいまして、効果測定はその行動変容と

いいまして、生活習慣がどのぐらい変わっ

たかということと、あとは検査結果がどの

ぐらい変化したかというその内容で主に評

価しているんですけれども、対象の方全て

の方について改善が見られています。 

  この事業はとても効果の高いものである

と考えておりまして、主に糖尿病性腎症と

いいまして、将来的には透析などが必要に

なってくるような御病気に関わる項目を中

心に見ておりますが、この透析になってし

まう期間というのをそれぞれ、ちょっとこ

れは大阪大学の分析なんですけれども、２

年程度延伸することができるという分析に

なっております。 

  これに、この延伸によって予測できる効

果額といたしましては、１億3,０００万円

程度見られまして、かなり効果が高い事業

と思っておりますので、引き続き継続する

ことと、あとは対象の方になるべく積極的

に参加していただけるような働きかけを続

けていきたいというふうに考えております。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  国府からの支出金でやるんですけれども、

今後も対象者増えていくであろうという、

そういう推測でいいんですかね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  この対象者につきましては、特定健診の

結果をまず見ることと、あと御案内の結果、

その方が参加してくださるかどうかという

ことに関わってきます。 

  今現在、令和元年度から始めておりまし

て、その結果が、令和元年度に１１名参加、

令和２年度で１９名参加ということですが、

令和３年度につきましては１３名になって

おります。 

  これは対象の方の受け止め方などにもよ

りまして、少し数字が変わってまいりまし

て、なるべく対象の方には来ていただける

ようにはと考えておりますが、必ず増える

というふうにはちょっとまだ見通しは、こ

れからというところでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  何ていうんだろう、予防的なのにお金を

使うということはとても大事なことだと思

いますが、印刷製本費が７万円ですね。そ

れはパンフレットかなと思われますけど、

業務委託料６８０万となってますけど、ど

こかに業務委託されるんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 
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  保険課、岡本です。 

  この業務委託料につきましては、この特

定保健指導ですとか、各種事業のプログラ

ムの中身を検討するために総合的に委託を

受けていただくところへお支払いするもの

でございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  保健センター内でやるんではなくて、ど

っかそういう専門のところに委託してされ

る事業なんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  場所につきましては主に保健福祉センタ

ーを活用しております。ただ、今後は利用

者の方により来ていただきやすいように、

ほかの場所も検討しておりますが、なかな

かちょっと調整が難しい面もございまして、

今現在検討しているところでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  保健センターでされるというのは分かり

ました。ただ業務委託なので、職員さんで

やるんではなくて、どっか別のそういう専

門のところにお願いするお金なんだろうな

と予想はつくんですけどそれでいいんです

か。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  業務委託につきましては、外部の機関に

委託をしております。 

  そこに町の保健師が関わりながら、事業

の中身を進めているというところでござい

ます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  先ほどの説明を聞いていると、令和３年

ですね、１３人の方に６８０万をかけると

いう理解で正しいですか、それで。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  今回補正上げさせていただいている内容

につきましては、この特定保健指導のフォ

ローアップにつきましては、２７０万円と

いう内訳で進めております。 

  これまでに実施している糖尿病性腎症重

症化予防という分類につきましては、２５

８万7,０００円。これは当初予算のほうで

計上しております。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  井川委員。 

○委員（井川佳子君） 

  いえいえ、今審査しているのはその６９

５万円のことでありまして、これの成り立

ちを知りたいわけで、私のその理解がおか

しかったのかなと思ったんですけど、先ほ

どの御説明ですと、その１３人に６８０万

円使うのかなと思ったので、そうではなか

ったらそうではないと言ってほしいという

のが私の本音なんですけど。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  失礼いたしました。 

  事業の内訳を一通り申し上げます。 

  特定健診未受診者対策としまして１５万
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円。糖尿病性腎症重症化予防フォローアッ

プクラスということで２７０万円。ヘルス

ケアクラブといいまして、各種事業にかか

る費用を４１０万円というふうに内訳をし

ております。 

（発言する者あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  すみません、１３人対象の事業につきま

しては、今回の補正には入っておりません。 

○委員長（秋元美智子君） 

  分かりました。 

  ほかございますでしょうか。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  予備費と繰越金の関係がちょっとよく分

からないんだけど。その予備費というのは

災害時のために用意するもんですよね、そ

もそも、まず。違うのかな。 

○委員長（秋元美智子君） 

  ６ページと７ページの関係ですね。 

（発言する者あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  はい、上の６ページとね。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  予備費につきましては災害のときだけで

はなく、当初予定しておりました給付額が

思いのほか高くなった場合などについて使

わせていただいております。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  それでですよ、この繰越金を予備費に回

すていう、そういう意味ですか、これ。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  今回の繰越金を予備費に充当するという

のは委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  何でその、要するに、勘定科目を変えて

しまうということですよね。繰り越したお

金を予備費に振り替えてるという意味じゃ

ないんですか。そのまま繰り越したら駄目

なの。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  繰越金につきましては、前年度の歳入と

歳出の差額でございます。これを翌年度で

ある令和３年度に繰り越しますので、これ

は令和３年度の歳入として今回計上してお

ります。 

  予備費につきましては、何かあったとき

のためにこの繰り越したお金を財源として

充てることができるように予備費を歳出と

して組んでおります。 

  今現在、その繰越金の歳入を予備費へ、

この今の時点で振り替えるものではござい

ません。 

○委員長（秋元美智子君） 

  どうぞ手を挙げてお願いします。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  振り替えなくても何も困らんのじゃない

の。そのまま繰り越したら何も困らないの

じゃないの。 

  何のためにこう振り替えるの。 

○委員長（秋元美智子君） 

  何で予備費にしてんのかと。 

  岡本保険課長。 
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○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  繰越金につきましては、当初予算の額よ

りも今回繰り越した金額が高かったので、

それを補正予算を組みましてより適正にし

たということで、委員おっしゃるとおり、

必ずしもそれは補正予算を組まなくても特

に何か問題が直ちに起きるというものでは

ございませんが、今回当初よりも繰り越し

た額がかなり大きかったので補正予算とし

て上げました。 

  予備費につきましては、この繰越金とし

て歳入を上げましたので、それを何かの事

業に充てることになるんですけれども、特

定の給付費などに充てるよりも、予備費に

充てたほうが突発的に、予想以上に給付が

伸びたところに後で充てることができると

考えて予備費を計上して、後で動きやすい

ようにちょっと補正予算を組んだものです。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  ほかございますでしょうか。 

  ないですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手全員であります。よって第３７号議

案は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、第３８号議案、令和３年度

豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘

定補正予算（第２回）の件を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  第３８号議案、令和３年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定補正予算の

件について説明させていただきます。 

  補正予算書の１ページ目を御覧ください。 

  令和３年度豊能町国民健康保険特別会計

診療所施設勘定補正予算（第２回）でござ

います。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ９６万1,０００円を

増額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出

それぞれ１億1,２２７万5,０００円とする

ものです。 

  第２条といたしましては、債務負担行為

の補正でございます。 

  ４ページを御覧ください。 

  第２表、債務負担行為（追加）に記載の

とおり、医療用機械器具更新事業について、

債務負担行為を追加するものです。 

  これは国保診療所において使用している

電子カルテシステムの保守管理期間が終了

することに伴い、機器の入替えを行うため

のもので、次期システムにおいてはシステ

ムライセンスの使用料等が発生することか

ら、６年間にわたる予算執行を要するもの

です。 

  それでは補正の内容につきまして、歳出

から説明いたします。 

  ８ページをお開き願います。 

  款３、予備費、項１、予備費、目１、予

備費の９６万1,０００円は、新型コロナワ

クチンを保管する冷蔵庫の非常用バッテリ

ー購入のために予備費を流用したため、こ

れを補填し、不測の事態に備えるものです。 
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  次に、歳入の説明をいたします。 

  ７ページへお戻りください。 

  款４、繰入金、項１、繰入金は先ほど歳

出で申し上げました事業のための９６万1,

０００円を一般会計から繰入れするもので

ございます。 

  説明は以上でございます。 

  御審議いただき御決定くださいますよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

  ７ページかな。繰入れしているところで

すけど。この一般会計は普通の一般会計じ

ゃないんですかね。普通でいう一般会計。 

（発言する者あり） 

○委員（小寺正人君） 

  そしたら、この、どうしてその一般会計

から。いうたら出すんやね。 

  出してここに入れんのんやね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  一般会計から。 

○委員（小寺正人君） 

  一般会計からお金を出して、ここのとこ

ろへ入れるんやね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  はい。 

○委員（小寺正人君） 

  何でそれ一般会計から出さないけないあ

れがあるんだろ。そういうことは監査委員

はもうやめろて確か書いてるよね。そうい

うことをするなと。 

○委員長（秋元美智子君） 

  一般会計から施設勘定に入れて出すこと

に対してなぜかという質問でいいのかしら

ん。 

（発言する者あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

（発言する者あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  一般会計から施設勘定来てます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  今回のこの一般会計繰入金につきまして

は、既に購入した非常用バッテリーという

のがありまして、これは当初予算計上して

おりませんでしたので、診療所施設勘定の

中の予備費を使ってバッテリーを購入いた

しました。 

  年度末であればそれほど、この後予備費

を使うことというのは想定されませんので

補正予算は組まないことも可能かと考えた

んですが、まだ今回は年度途中でもあり、

最近の災害の多さなどにも考慮しまして、

予備費を流用して減ったままにせずに補填

しておく必要があると考えて今回補正予算

を組んでおります。 

  この予備費を組むためにどこかから財源

を確保しないといけませんので、その確保

のために一般会計の繰入金を使用しており

ます。 

  また、この一般会計繰入金に関しまして

は、コロナの臨時交付金のほうが充てられ

るということですので、そちらのほうにも

計上されております。今回の一般会計の歳

入、１０ページのほうに、１０ページの款

１６、国庫支出金、項２、国庫補助金、節

４、保健衛生総務費国庫補助金の１番、新

型コロナウイルス感染症対応地方創成臨時

交付金９６万1,０００円というのを計上し

ておりまして、こちらのほうから、一般会

計の中での財源はこちらから確保するとい

うことを予定しております。 

○委員長（秋元美智子君） 

  分かりました。 
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  よろしいですか。 

  ほか。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  参考にお聞きしたいんですが、７ページ

の今のところ、一般会計の繰入金のところ

で、御説明では非常用のバッテリーという

ことでしたけれども、コロナワクチンの保

管のためのいうことですね。コロナワクチ

ンは何日ぐらい保管できるものですか、こ

れは。 

○委員長（秋元美智子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  ワクチンの事業自身がうちのものでして、

町内の医療機関のうち、国保診療所でもや

っていただいてますんで私のほうから説明

させていただきます。 

  今ワクチンの流れがどういうふうにやっ

ておるかといいますと、茨木市内にありま

す、ワクチンの倉庫、これ佐川急便が委託

しておりますけれども、そこに倉庫があり

まして、そこに皆さん御存じのディープフ

リーザーという超低温冷凍冷蔵保存庫があ

ります。そこのところにワクチンを集中さ

せておりまして、各医療機関様よりそこに

週２回、ワクチンの配送を行っていただい

ております。それは冷凍のまま、各医療機

関に必要量を週２回配送していただいてま

す。その国保診療所も一つの医療機関でご

ざいまして、その冷凍で保管したものを、

冷凍で来たものを冷蔵庫に入れます。冷蔵

庫に入れた時点から約１か月間使用するこ

とができます。 

  ですから、各医療機関様にオーダーいた

だいたワクチンについては１か月以内に御

使用いただくということになってます。 

  以上でございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  １か月以内に確実に使用されているとい

うことで、余っていくということはないい

うことでよろしいですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  国保診療所でのワクチン接種に関しまし

ては、毎週、日にちごとに件数を確認して

ワクチンの数量を管理しております。 

  １週間前には必要量を確保できるように

段取りしまして、特に多数のキャンセル等

がなければそのとおり使わせていただいて

おります。 

  キャンセルがあった場合も、次のワクチ

ン接種の日ですとか、そういったところで

調整しながら無駄がないように接種ができ

ております。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  ほか質疑。 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  ８ページの予備費の、先ほどの非常用バ

ッテリーの購入の件ですけども、これもと

もと冷蔵庫ありますよね。当初から非常用

バッテリーはついてないんですか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  冷蔵庫の仕様に関して、バッテリーとい

うのは特に備えてはおりませんでした。 

  今回、コロナワクチンの管理をするに当

たりまして、無駄の、廃棄がないようにと

いうことをさらに厳密に管理するというこ
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とと、これを今回きっかけとしまして、非

常用バッテリーを備えたものでございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

  本体にはついてないと。 

  堺市のほうで電源が抜けちゃって、コロ

ナ、何百本か知りませんけど、その件も併

せた上でのバッテリーをつけるという方向

で考えたんですかね。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  各種ワクチンございますが、どれも季節

的に入手が困難だったりすることもありま

したが、これまでは大きな問題なく何とか

管理はできていたんですけれども、コロナ

ワクチンに関しましては無駄が生じると入

手が次、もう本当に普通以上に困難である

ということを踏まえまして、また全国的に

もワクチンの無駄に関していろいろ報道も

ありまして、そういうことが起きないよう

にというふうに考えて今回整備したもので

ございます。 

○委員長（秋元美智子君） 

  よろしいですか。 

  ほかございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

  挙手全員であります。 

  よって第３８号議案は原案のとおり可決

されました。 

  第３９号議案、令和３年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算（第１回）の

件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  よろしくお願いいたします。 

  第３９号議案、令和３年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算の件について

説明させていただきます。 

  今回の補正は令和２年度の介護保険給付

費負担金等の精算によります、国府等への

償還金でございます。 

  補正予算書の１ページ目を御覧ください。 

  令和３年度豊能町介護保険特別会計事業

勘定補正予算（第１回）でございます。 

  第１条といたしまして、補正の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ2,６１９万円を増額

し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ２３億4,４２９万9,０００円とするも

のです。 

  それでは今回の補正内容につきまして、

歳出より説明させていただきます。 

  ７ページを御覧ください。 

  款７、諸支出金、項１、償還金及び還付

金、目２、国府等支出金償還金の2,６１９

万円は、前年度の介護保険事業における給

付実績等の精算により、国府等へ、償還を

行うものでございます。 

  次に、歳入について説明いたします。 

  ６ページへお戻り願います。 

  款８、繰越金、項１、繰越金の2,６１９

万円は令和２年度決算における繰越金で、

先ほど歳出で申し上げました国府への償還

金の財源とするものです。 



21 

  説明は以上です。 

  御審議いただき御決定くださいますよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  高尾副委員長。 

○副委員長（高尾靖子君） 

  ６ページのところです。 

 国に償還するということでございますが、

国府への償還2,６１９万円。 

  これ結構額が大きいんですけれども、豊

能町は給付基金を、給付金をあんまり使わ

なかったいうことでのこの額が大きく償還

金として返還するいう格好になっているん

でしょうか。 

○委員長（秋元美智子君） 

  岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

  保険課、岡本です。 

  この償還金につきましては、令和２年度

の見込み額により算定され実際に交付され

た交付金の額と、実際に給付費として使用

した額の差ということになります。 

  この見込み額の出し方なんですけれども、

毎年１１月頃になりますが、その年度末ま

でにどのぐらいの費用を支出するだろうか

という見込み額を算出するわけですが、令

和２年度に関しましては、その前の年の給

付の伸び率などを参考に見込み額を出して

おります。 

  令和元年度につきましては、前年度比が8.

２％とかなり大きな伸びを示しましたので、

見込み額が高く算定されたものです。実際

は２年度に関しましては給付費等に関しま

して4.２％程度の伸びに収まりましたので、

この差が今回の償還金の額につながったも

のでございます。 

  年によって交付金が余ったときには償還

金として返還し、足りなかった場合には翌

年度の追加交付として受けるもので、今回

は見込み額は高めに算出されましたので償

還金の額が高くなったものというふうに考

えております。 

○委員長（秋元美智子君） 

  いいですか。 

  ほかございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（秋元美智子君） 

  挙手全員であります。よって第３９号議

案は原案のとおり可決されました。 

  以上で本委員会に付託された案件は全て

終了いたしました。 

  引き続き２のその他に入りたいと思いま

す。何かございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  ないですね。 

  ということですので以上をもって委員会

を閉会したいと思います。 

  これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（秋元美智子君） 

  異議なしと認めます。 

  よって本委員会は閉会することに決定い

たしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  本委員会の閉会に当たりまして町長より

御挨拶ございます。 
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  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  本日は御審査いただきましてそれぞれに

お認めをいただきました。本当にありがと

うございます。 

  御審査に当たりいろいろ御意見を御頂戴

をいたしました。執行に対して十分注意を

払ってまいりたいと思います。 

  本日はどうもありがとうございました。 

○委員長（秋元美智子君） 

  これをもって令和３年、豊能町議会９月

定例会議福祉教育常任委員会を閉会いたし

ます。 

  どうもお疲れさまでした。 

  ありがとうございました。 

 

午後２時３７分 閉会 
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